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第 1 章 申請手続きについて 
 

１ 申請団体の要件 

・「福岡市未来へつなげる環境活動支援事業補助金交付要綱」第 3 条（補助対象団体）の要件を満た

す団体であること。 

  第 3 条抜粋  

補助金を交付する対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（1）別表１に定める団体の人数及び、環境活動経験年数等の申請要件を満たす市民団体、NPO 法人又は市長が特に認

める団体 

（2）自ら、発意・企画し、自主的にこの要綱の目的に沿った環境保全に関する実践活動を行う団体 

（3）福岡市内に事務所又は連絡場所を有し、かつ、主たる活動を福岡市内で行っている団体 

（4）営利活動が主たる目的でない団体及び、宗教活動又は政治活動が目的でない団体 
   

   別表１ 補助金申請の要件 

区分 項目 内容 

環境活動支援

コース 

A コース 
団体の人数 ７人以上で構成された市民団体 

環境活動経験年数 活動経験年数が３年以上の市民団体 

B コース 
団体の人数 ３人以上で構成された市民団体  

環境活動経験年数 活動経験年数の制限なし 
 

   ※環境活動支援コースＡコース・Ｂコースで本補助金の交付を受けたものについて、以降、環境イベント支援コースへの申請

を行うことは、原則不可とする。 

・特例による延長申請、または環境イベント支援コースからの移行を除き、過去に環境活動支援コースで 3 年

間本補助金の交付（支払い）を受けた団体でないこと。 

 

2 補助対象事業 

・「福岡市未来へつなげる環境活動支援事業補助金交付要綱」第５条（補助対象事業） 

の要件を満たすこと。 

   第５条 補助金を交付する対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象団体が行う事業であって、次の各

号に掲げる事業とする。 

（１） 地球温暖化対策 

（２） ごみ減量・３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル） 

（３） 自然環境保護 

（４） 環境美化  

（５） 環境教育・ＳＤＧｓの普及啓発   

（６） その他この要綱の目的に適合する事業  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは補助対象外とする。  

（１） 福岡市の他の補助金の交付を受けている事業  
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（２） 営利活動を主たる目的とする事業及び、宗教活動又は政治活動を目的とする事業

（３） その他市長が適当でないと認めた事業

・団体の会員やスタッフ以外の福岡市の市民が参加する「市民参加型」の事業であること。

※福岡市からの依頼を受けて実施されている事業は補助対象になりません。（例：地域ぐるみ清掃 など）

3 提出書類 

（１） 福岡市未来へつなげる環境活動支援事業補助金交付申請書［様式第 1 号］

（２） 事業計画書［様式第１号－１］

（３） 事業収支計画書［様式第１号－２］

（４） 資金計画書［様式第１号－３］（概算払いを希望する場合のみ提出）

（５） 団体調書［様式第１号－４］

（６） 役員名簿［様式第１号－５］

（７） 誓約書［様式第１号－６］

（８） 団体の規約及び直近の収支決算書

（９） 必要経費の見積書など

※団体の規約等を有していない場合は、「8 よくある質問」をご覧いただくか、環境政策課にご相談

ください。

※はじめて本補助金を申請される団体は、直近の収支決算書は提出不要です。

４ 作成上の注意点 （別紙 「提出書類の記載例」 参照） 

（１）申請書［様式第１号］

「補助金の申請額」は、事業収支計画書 ［様式第１号－２］の（Ａ）と同額を記載してください。 

（２）事業計画書 ［様式第１号－１］

「活動内容」欄に記載する活動は、活動ごとに番号を付けてください。 

なお、この番号を事業収支計画書［様式第 1 号－２］及び資金計画書［様式第１号－３］の記載内容にも

対応させ、何の活動にどれだけの予算を見込んでいるのか分かるようにしてください。 

※交付要綱第 14 条に基づく補助の特例（特例申請）を希望する団体は、様式第１号-1 事業計画書（特

例）の様式を使用してください。

（３）事業収支計画書 ［様式第１号－２］

【1 収入の部】 

当事業補助金 

(Ａ) 

支出の部の「(E)補助対象合計」から収入の部の「(B)公的な補

助金等」を差し引いたものに補助率をかけた金額以内（千円未

満切捨）を記載してください。 

また、この（A）の金額を申請書［様式第１号］の「補助金の申

請額」に記載してください。 

公的な補助金等 

(Ｂ) 

申請事業に福岡市以外の公的な補助金（国や県など）を充てる

場合は記載してください。民間の助成金等は除きます。 
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 福岡市（外郭団体を含む）の他の補助金の交付が決定している事業は未来へつなげる環境活動支援事業補助金に 

申請できません。なお、福岡市の他の補助金に申請中の場合であれば、本補助金への申請は可能です。 

 

【２ 支出の部】 

費目／予算額 

別紙「経費分類表」で、補助対象の可否と費目の分類を確認し、費目ご

とに補助対象、補助対象外及びその合計（全体）の金額を記載してくだ

さい。 

 

（注意）消費税の確定申告を予定されている場合 

申請時に、当該補助金の対象とする予算の仕入れにかかる消費税相当

額が明らかな場合には、消費税額分を減額して申請してください。ただ

し、申請時に仕入れにかかる消費税相当額が明らかでない場合につい

てはこの限りではありません。 

内訳 

どの活動内容の経費か分かるよう、事業計画書［様式第 1 号－1］「事

業計画」に記載した活動の番号を用い、活動ごとの内訳（単価・人数・

回数など）を記載してください。 

合計 
費目ごとの金額を合計してください。「全体合計（Ｄ）」は、「１ 収入の

部」の「合計（Ｃ）」と同額になります。 

 

５ 注意事項 

⚫ 未来へつなげる環境活動支援事業補助金は、事業に対する補助金です。団体に対する補助金ではありませんので、

団体の経常的な運営経費は補助の対象になりません。別紙「経費分類表」を参照のうえ、ご不明な点等ございまし

たら環境政策課にお問い合わせください。 

＜補助対象外の例＞ 

➢ 事務所管理費（家賃・光熱水費・電話代など） 

➢ 備品（パソコン・プリンタ・プロジェクターなど） 

⚫ 補助継続期間は、原則３年間を限度とします。ただし、補助の特例として「6 特例申請における審査基準」を満た

す場合に限り、３年間を限度に延長できる場合があります。 

⚫ 環境活動支援コースＡコース・Ｂコースは、福岡市が設置している「福岡市未来へつなげる環境活動支援事業評

価委員会」の委員による審査（団体による事業のプレゼンテーション等により実施）を受けていただきます。 

⚫ 本補助金は予算の範囲内で交付いたします。 
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６ 特例申請における審査基準 

 特例申請では、本来の補助継続期間である３年を経過したのちに団体が申請し、かつ未来へつなげる環境活動  

支援事業補助金評価委員会の審査で認められた場合に、さらに３年間を限度に補助継続期間を延長できます。 

（１）団体の申請要件 

申請要件は、以下のとおりです。 

 ・環境活動支援コースＡコースの補助団体として３年間の補助継続期間を経過している。 

 ・環境活動支援コース B コースの補助団体として３年間の補助期間を経過しており、環境活動支援コース A コー

スへの移行を希望している。 

  

（２）申請コース 

申請可能なコースは以下のとおりです。 

現在の申請区分 
環境活動支援コース A コースへの 

特例申請 

環境活動支援コース B コースへの 

特例申請 

環境活動支援コース A コース 〇 × 

環境活動支援コース B コース 〇 × 

※環境イベント支援コースには補助対象期間の定めがないため、特例申請の対象にはなりません。 

  

（３）審査基準 

審査の要件及び項目は以下のとおりです。 

【審査要件】 

① 補助継続期間の３年間で行われた活動の成果が定量的に測れており、年々増加していると認められる。 

② 補助継続期間の 3 年間で行われた活動が更に発展した取組となることが明らかである場合、または３年間の

活動の成果を踏まえた新規の取組である。 

③ ①及び②を踏まえ、未来へつなげる環境活動支援事業補助金評価委員会において、今後の活動の拡がりが

見込めると認められる。 

 【審査項目】  

①活動計画の妥当性 

・市民への啓発効果や還元性のある活動計画となっているか。 

・活動の実施方法や実施時期及び実施期間は適切かつ効果的であるか。 

・活動を拡充する場合は、補助継続期間３年間の成果を踏まえ、更に発展した計画（参加者人数の増、構

成人数の増など）となっているか。 

・新規活動を実施する場合は、補助継続期間３年間の成果を踏まえたうえで、活動により拡がりのある計画と

なっているか。 

②目標の達成度 

・設定した目標は実現の可能性があり、かつその目標を達成することが市民の生活や環境に一定の効果をもたら

すものとなっているか。 

・活動を拡充する場合は、補助継続期間３年間で設定した目標から、更に発展した目標を設定しているか。 

③活動継続性・発展性 

・向こう３年間の補助継続期間の中で、団体基盤の向上が見込まれるか。 

・向こう３年間の補助継続期間が終了した後も、活動が継続される見込みがあるか。 

 

（４）注意事項 

 特例申請をご希望の場合は、事前に環境政策課へご相談ください。 
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7 補助事業に関する広報支援 

➢ 市政だより（情報 BOX）への掲載依頼ができます。 

➢ 情報プラザや市の施設でチラシや制作物等を配布できます。 

➢ 福岡市環境局が管理する SNS へ記事の掲載依頼ができます。 

※市政だより（情報 BOX）について、掲載依頼が多数の場合は掲載不可となることがございます。 

※広報支援の詳細は、交付決定後にお知らせします。 

８ 補助金に係る消費税仕入控除について（該当ある場合のみ） 

  補助金は消費税法上の非課税売上に該当するため、預かり消費税の対象にはなりません。消費税及び地

方消費税の申告により仕入控除を受ける場合は下記のとおりご対応ください。 

（１）申請時点で、補助金の予算計上に関する仕入れに係る消費税相当額が明らかな場合 

   消費税相当額を減額して補助申請を提出してください。 

（２）実績報告時に、補助金の仕入れに係る消費税相当額が明らかな場合 

   消費税相当額を減額して実績申請を提出してください。 

（３）実績報告書の提出後に、補助金の仕入れに係る消費税相当額が確定した場合 

仕入控除税額分の補助金は、速やかに市へ返還していただく必要がありますので、仕入控除税額報告

書［様式第７号］、７号記載の書類及び下記の関係書類をご提出ください。また、市へ返還する額が０

円の場合でも様式第７号及び関係書類の提出は必須ですので、ご注意ください。 
 

様式第７号関係資料 

仕入控除税額が 

0 円の場合 

免税事業者の場合 ・補助事業実施年度の前々年度に係る法人税確定申告

の写し（税務署の収受印等のあるもの）及び損益計

算書等売上高が確認できる資料 

・法人税確定申告なしの場合、免税事業者届出書 

簡易課税制度の適用を

受ける事業者の場合 

・補助事業実施年度における消費税確定申告書（簡易

課税用）の写し※税務署の収受印等のあるもの 

仕入控除税額が 

0 円以外の場合 

・下記の項目を含む概要書 

事業所名、補助事業名、事業所の所在地、補助金の名称、補助金交付年度及び

補助金確定額、補助金返還額の概要（特定収入額及び内訳、特定収入割合、課

税売上割合、交付を受けた補助金のうち課税仕入れ等にのみ使途が特定されて

いる金額、補助金返還額） 

・消費税及び地方消費税の確定申告書の写し 

・消費税及び地方消費税及び確定申告書の付表２「課税売上高・控除対象仕入税

額等の計算表」の写し 

・その他参考となる資料（特定収入額、補助金のうち課税仕入れ等に係る消費税

額が分かる資料 

  ※所得税法上の課税事業者等に該当するかは、所轄の税務署へお尋ねください。  
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９ よくある質問 

目次 

№ 質問 

1.環境活動支援コース全般に関すること 

Ｑ１ どのような環境活動が未来へつなげる環境活動支援事業の補助対象となりますか。 

Ｑ２ どのような団体が環境活動支援コースの対象になりますか。 

Ｑ３ 過去にエコ発する事業で補助金の交付（支払い）を受けた団体でも申請できますか。 

Ｑ4 
過去に環境活動支援コースで補助金の交付（支払い）を受けた団体が、環境イベント支援コースに申請することはで

きますか。また、Aコースで補助金の交付（支払い）を受けた団体が、Bコースに申請することはできますか。 

Ｑ5 
イベントや講座を数回実施する場合、環境活動支援コースと環境イベント支援コースのどちらで申請すればいいです

か。 

Ｑ6 補助の対象となる期間はいつからですか。 

Ｑ7 １つの団体が、同一年度内に、環境活動支援コースと環境イベント支援コースの両方に申請することは可能ですか。 

Ｑ8 
過去に環境活動支援コースで３年間補助金の交付（支払い）を受けた後、新しい団体を立ち上げ事業を実施しようと

考えていますが、申請することは可能ですか。 

2.申請団体・申請事業に関すること 

Ｑ1 中学生や高校生で構成された団体も対象となりますか。 

Ｑ2 学校が行う事業は補助の対象となりますか。 

Q3 団体が学校の授業や行事の一環として、児童生徒等を対象としてイベント等を実施する場合は対象となりますか。 

Q4 商店街が行う事業は補助の対象となりますか。 

Ｑ5 各校区の環境活動連絡会議等の事業は補助の対象となりますか。 

Ｑ6 団体が自治協議会等と共働して事業を行う場合、補助の対象となりますか。 

Ｑ7 自治会、子ども会等の事業は、補助の対象となりますか。 

Ｑ8 福岡市から物的支援を受けている事業は補助の対象となりますか。 

Ｑ9 構成員に市外居住者が含まれる団体であっても、補助の対象となりますか。 

Ｑ10 市外に所在地のある団体は補助の対象となりますか。 

Q11 代表者が同じで構成員が異なる団体は、別の団体として対象となりますか。 

3.手続きに関すること 

Ｑ1 申請書はどこに提出すればいいですか。 

Ｑ2 特例申請をしたいのですが、どのような手続きが必要ですか。 

Ｑ3 新たに活動を始める団体で、規約や収支決算書がありません。 

Ｑ4 補助対象となる経費はどのような内容ですか。 

Ｑ5 申請書提出までにイベントの会場や講座の講師を予約しておく必要がありますか。 

Ｑ6 レシート・領収書には、お店の領収印が必要ですか。 

Ｑ7 役員を決めていません。 

Ｑ8 事業収支計画書に記載する全ての経費について見積書等が必要ですか。 

4.その他 

Ｑ1 補助金以外にどのような支援をしてもらえますか。 

Ｑ2 交付決定後に、やむを得ない理由（天候不良等）により活動が中止になった場合、補助金は支払われますか。 
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1.環境活動支援コース全般に関すること

Q1．どのような環境活動が未来へつなげる環境活動支援事業の補助対象となりますか。 

Ａ１．市民参加型※かつ市民団体等が自ら企画し、自主的に取り組むもので、 

①地球温暖化対策、 ②ごみ減量・３R（リデュース・リユース・リサイクル）、

③自然環境保護、 ④環境美化、    ⑤環境教育・SDGｓ普及啓発

に関する事業が対象です。

※市民参加型とは「団体の会員やスタッフ以外の福岡市の市民が参加していること」を言います。

過去には、子ども達を対象とした自然観察会、海岸や河川の清掃活動、森の保全活動、生ごみた

い肥の普及・啓発などへ補助を行いました。募集リーフレットの中で、前年度に補助金を活用して実

施された事業を掲載しておりますので、ご覧ください。  

Ｑ２. どのような団体が環境活動支援コースの対象になりますか。 

Ａ２．各コースの申請要件を満たし、市内で年間を通じた環境活動を行っている団体が対象です。 

区分 項目 内容 

環境活動支援

コース

A コース 

団体の人数 ７人以上で構成された市民団体 

環境活動経験年数 活動経験年数が３年以上の市民団体 

B コース 

団体の人数 ３人以上で構成された市民団体 

環境活動経験年数 活動経験年数の制限なし 

Ｑ３. 過去にエコ発する事業で補助金の交付（支払い）を受けた団体でも申請できますか。 

Ａ３. 申請可能です。エコ発する事業で交付した補助金に係る補助期間は、未来へつなげる環境活動支

援事業で交付する補助金に係る補助期間に含めないものとします。 

Ｑ4.  過去に環境活動支援コースで補助金の交付（支払い）を受けた団体が、環境イベント支援コー

スに申請することはできますか。また、A コースで補助金の交付（支払い）を受けた団体が、B コ

ースに申請することはできますか。

Ａ４. 過去に環境活動支援コースで補助金の交付（支払い）を受けた団体は、環境イベント支援コース

に申請することはできません。反対に、環境イベント支援コースで補助金の交付（支払い）を受けた

団体が、環境活動支援コースに申請することは可能です。 

また、A コースで補助金の交付（支払い）を受けた団体が、B コースに申請することも可能です。ただ

し、補助継続期間は A コースと B コースで合わせて原則 3 年間となりますのでご注意ください。申請

の可否については下記のとおりです。 

A・B → イベント イベント → A・B A ⇔ B 

× 〇 〇 
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Q5. イベントや講座を数回実施する場合、環境イベント支援コースと環境活動支援コースのどちらで申

請すればいいですか。 

Ａ5．単発でイベント等を行うか、年間を通して活動するかによりコースが分かれます。目安として、事業の目 

的を達成するための年間の活動が１～２回程度の場合は環境イベント支援コース、それを超える場 

合は環境活動支援コースとなります。 

Ｑ6．補助の対象となる期間はいつからですか。 

Ａ6．申請書（事業計画書[様式第 1 号－１]）の実施期間の欄に記載された期間が補助対象期間と 

なります。期間外に実施された活動については対象外です。申請事業の審査後に期間を変更すること 

はできませんので、ご注意ください。なお、年度ごととなりますので、期間の最終日は年度の最終日（3

月 31 日）よりも前の日付を設定してください。 

Ｑ7．１つの団体が、同一年度内に、環境活動支援コースと環境イベント支援コースの両方に申請する

ことは可能ですか。 

Ａ7．同一年度内に２つのコースを希望することはできません。 

Ｑ8．過去に環境活動支援コースで３年間補助金の交付（支払い）を受けた後、新しい団体を立ち上

げ事業を実施しようと考えていますが、申請することは可能ですか。 

Ａ8．役員名・規約・所在地等を確認したうえで、３年間補助金の交付（支払い）を受けた団体とは異な

る団体であると判断できる場合は申請が可能です。 

2.申請団体・申請事業に関すること

Ｑ1. 中学生や高校生で構成された団体も対象となりますか。 

Ａ1. 対象となります。ただし、構成員に教員や学校関係者、保護者等の監督できる者が含まれている必要 

があります。 

（例：複数校の中学生により構成されるスポーツチームにおいて清掃イベント等を実施する場合、監督 

が構成員に含まれる 等） 

Ｑ2. 学校が行う事業は補助の対象となりますか。 

Ａ2．学校は補助対象団体にあたりませんので、学校が主体となって行われる授業や行事の一環として行わ 

れる事業は対象外です。大学や専門学校のサークル等が行う環境イベントは対象となります。 

Q3．団体が学校の授業や行事の一環として、児童生徒等を対象としてイベント等を実施する場合は 

対象となりますか。 

Ａ3．団体が主体となり実施する場合は、授業の一環でも対象となります。 

（例：小学校の総合的な学習の時間の一環として講座を実施する 等） 

Q4．商店街が行う事業は補助の対象となりますか。 

Ａ4．商店街は営利活動を主たる目的としているため、商店街が主体となる事業は対象外です。なお、営利 

活動を主たる目的としていない別の団体の構成メンバーに商店街が含まれている場合は、対象とするこ 

とができます。 
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Ｑ5．各校区の環境活動連絡会議等の事業は補助の対象となりますか。 

Ａ5．福岡市の補助金が充てられている事業は対象外となります。その他の要件は 1 の Q1 をご参照くださ 

い。 

Ｑ6．団体が自治協議会等と共働して事業を行う場合、補助の対象となりますか。 

Ａ6．自治協議会等に交付された福岡市の補助金（自治協議会共創補助金など）が充てられている事 

業は対象外となります。その他の要件は 1 の Q1 をご参照ください。 

Ｑ7．自治会、子ども会等の事業は補助の対象となりますか。 

Ａ7. 福岡市の補助金（町内会活動支援事業補助金、自治協議会共創補助金など）やその他の支援を 

受けている事業は対象外です。また、町内会等を主体とした地域ぐるみ清掃、ラブアース、町内清掃に 

属する活動も対象外です。その他の要件は 1 の Q1 をご参照ください。 

Ｑ8．福岡市から物的支援を受けている事業は補助の対象となりますか。 

Ａ8．清掃用具の貸出支援や活動場所の提供（公民館などの市施設）など、活動を実施するための一部 

について物的支援を受けていても、事業自体は対象となります。なお、物的支援を受けたものは本補助 

金の対象経費には計上できません。 

Ｑ9．構成員に市外居住者が含まれる団体であっても、補助の対象となりますか。 

Ａ9. 構成員個人の住所に関わらず、福岡市内で実施する事業で市民に効果が還元されるもの及び団体 

の事務所又は連絡場所が福岡市内にあれば、対象となります。 

Ｑ10. 市外に所在地のある団体は補助の対象となりますか。 

Ａ10.市外に所在地のある団体が主催する事業であっても、実施場所が市内であれば対象となります。ただ

し、市民に効果が還元されるもので、団体の事務所又は連絡場所（構成員が市内に居住し、連絡

場所となる場合を含む）が福岡市内に設定されている必要があります。 

Q11.代表者が同じで構成員が異なる団体は、別の団体として対象となりますか。 

Ａ11.代表者が同じ団体は同一年度内に別団体として申請することはできません。そのほか、事業の目的が

異なる場合も同様です。 

3.手続きに関すること

Ｑ1. 申請書はどこに提出すればいいですか。 

Ａ1. 相談・受付窓口である環境政策課で受け付けます。 

Ｑ2. 特例申請をしたいのですが、どのような手続きが必要ですか。 

Ａ2.  「6 特例申請における審査基準」をご確認ください。申請の際は、通常の事業計画書ではなく、「事業

計画書（特例）[様式第 1 号－１]」をご提出いただきます。３か年の実績を踏まえたうえで評価委

員による審査で特例基準を満たしていると認められることが申請の要件になります。申請をご希望の際

は環境政策課までご連絡ください。 
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Ｑ3．新たに活動を始める団体で、規約や収支決算書がありません。 

Ａ3．規約は申請要件ですので雛形を参考に、必ず作成してください。直近の収支決算書は、はじめて本補 

助金を申請される団体は提出不要です。 

Ｑ4．補助対象となる経費はどのような内容ですか。 

Ａ4．別紙「経費分類表」をご確認ください。 

Ｑ5．申請書提出までにイベントの会場や講座の講師を予約しておく必要がありますか。 

Ａ5．イベントの会場や講座の講師を予約する前でも申請書はご提出いただけます。その際は必要経費の概 

算額で積算してください。なお、申請時点で見積書等をご提出いただく経費もありますので、別紙「経 

費分類表」をご確認ください。 

Ｑ6．レシート・領収書には、お店の領収印が必要ですか。 

Ａ6．印字されたレシートや領収書の場合、領収印は不要ですが、手書きの領収書の場合には、店舗の領 

収印が必要です。また、レシートや領収書には、購入した店名、日付、金額、購入品の名称・数及び 

あて名（団体名のものに限る。）が記載または印字されている必要がありますので、ご注意ください。 

Ｑ7. 役員を決めていません。 

Ａ7. 役員の設置は申請要件ですので代表者（代表・理事長・会長など）、会計、監事を決めていただき、 

役員名簿を作成してください。 

Ｑ8. 事業収支計画書に記載する全ての経費について見積書等が必要ですか。 

Ａ8. 申請時点で見積書等の提出が必要な経費は、別紙「経費分類表」に記載していますので、そちらをご 

確認ください。なお、提出不要となっている経費であっても、内容に応じて提出をお願いする場合があり  

ます。 
 

4.その他 

Ｑ1. 補助金以外にどのような支援をしてもらえますか。 

A1. 広報支援の申請をいただくことで、福岡市役所１階の情報プラザや学校・区役所などにチラシやポスタ 

ーを掲示・配架するなどの広報の支援を受けられます。 

Ｑ2. 交付決定後に、やむを得ない理由（天候不良等）により活動が中止になった場合、補助金は支

払われますか。 

Ａ2. 活動の準備にかかった経費は対象となりますので、実績報告書と領収書等をご提出ください。 
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第 2 章 補助金交付の流れについて 

申請事業の内容等を評価委員会で審査し、交付決定の可否を判断します。なお、評価委員会で審査する

にあたり、Ａコースは事業のプレゼンテーションと質疑応答を、Ｂコースは事業の説明と質疑応答を行っ

ていただきます。（5 月下旬頃予定） 

➢ 交付決定通知では、交付決定額、交付の時期、補助の条件、評価結果及び事業を実施する上

での注意点をお知らせします。

➢ 事業終了後は、速やかに実績報告書をご提出ください。実績報告書の様式は交付決定通知後

にお渡しします。

➢ 補助金は原則完了払い（○イ   ）です。実施前の交付でなければ事業実施が困難であるなどの

やむを得ない理由がある場合のみ、別途申請のうえ実施前の交付（支払い）が可能です

（○ロ   ）。

➢ 実績報告書の提出後に補助対象経費と認められなかった部分については、補助金の額が減額

になる場合があります。減額になった場合で、かつ実施前に補助金の交付（支払い）を受け

ている場合、差額分の残金は速やかに返納していただきます。

➢ 交付決定後、中間報告（10 月頃）や年間の活動成果報告（3 月頃）により、事業の進捗状況

を確認し、評価委員へ報告します。

○イ  

補助金 
の交付 

（支払い） 

請求書 
の提出 事業の実施 

実績報告書 
の提出 交付確定通知 

補助金 
の精算 

交付決定通知 事業の実施 
実績報告書 

の提出 
交付確定通知 

補助金 
の交付 

（支払い） 

請求書 
の提出 

○ロ  

申請事業の審査 

申請書の受理 



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号

住所

実施団体名

代表者職名

フリガナ

氏名

電話番号

記

　色がついているセルは自動入力されます。

※2　当補助金の交付を受けたことがない新規申請団体の場合、直近の収支決算書は不要です。

※1　環境活動支援コース（Aコース・Bコース）と環境イベント支援コースでは、本様式以外の書類の様式が異な
ります。

（１） 事業計画書［様式第１号-１］※1
（２） 事業収支計画書［様式第１号-２］
（３） 資金計画書［様式第１号-３］(要綱第12条第１項ただし書きの場合の
み)
（４） 団体調書［様式第１号-４］
（５） 実施団体の規約、役員名簿［様式第１号-５］及び直近の収支決算書※
2
（６） 誓約書［様式第１号-６］

関係書類

補助金の申請額 ○○○　円

支払い方法
(該当するものに〇)

完了払い・概算払い

　令和８年度未来へつなげる環境活動支援事業補助金の交付を受けたいので、福岡市補助金交付規則を
承知の上、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

申請区分
(該当するコースに〇)

事業名 ○○○○○○

環境活動支援コース
Ａコース

・
環境活動支援コース

Ｂコース
・

環境イベント支援
コース

福岡市未来へつなげる環境活動支援事業補助金交付申請書

○○○-○○○○-○○○○

福岡　太郎

フクオカ タロウ

代表

環境○○○

（あて先）　福岡市長

令和　〇年　〇月　○日

〒〇〇〇-○○○○

福岡市○○区○○○－○－○

日中ご連絡の可能な番号をご記入

ください

事業収支計画書（様式第

１号-２）の（Ａ）の金額

を記入してください。

完了払い（基本）：

事業終了後に支払い

概算払い：事業途中で支払

い

別紙：提出書類の記載例



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号-１

（団体活動支援コースＡ・B）

会員数

  ●  人

実施時期 対象者

今年度の目標

（目的達成のために今年度目指す姿）

事業計画

活動内容（箇条書き）

①　○○観察会

②　○○セミナーの開催

○月・〇
月・〇月

○月

小学生
保護者

市民全般

実施期間 令和   年　月　日　　～　　令和   年　月　日

主な活動場所・拠点 福岡市　　〇〇　区　〇〇

事業目的

（この事業を行うことで最終的に目指す姿）

分野
（該当する分野の番号に○）

　① 地球温暖化対策　　② ごみ減量・３R　　③ 自然環境保護
　④ 環境美化　　　　　⑤ 環境教育・SDGｓの普及啓発

事　業　計　画　書

団体名 環境○○○

事業名 ○○○○○○

※色がついているセルは自動入力されます。

団体活動支援コース

※申請した実施期間以外の活動

は補助対象外となります。

・活動ごとに番号を付けてください。



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号-２

団体名 環境○○○

※色がついているセルは自動入力されます。

１　収入の部 　　　　　　（単位：円）

団体の自主経費

参加者負担

寄付金

その他（民間助成金等）

(C)=(D)

２　支出の部 　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

全体 補助対象 補助対象外

19,000 19,000

31,600 29,600 2,000

65,000 65,000

10,000 10,000

20,000 20,000

145,600 143,600 2,000

（D)＝（E）+（F)

保険料

①スタッフ・参加者保険
　10,000円（100円×50人×2回）

物品購入費

①観察用品　10,000円
①，②事務用品　10,000円

合　計

報償費

②講師謝礼
　19,000円（3,800円×5時間×１人）

交通費

②講師分（久留米市-福岡市往復分）
　6,000円（750円×２×4人）
①②スタッフ分（詳細は別紙参照）
　25,600円

印刷・宣伝
・広告費

①チラシ印刷　30,000円
②チラシ印刷　30,000円
②資料印刷　　5,000円

合　　計 145,600

費　目
予算額

内訳（予定品目や予定数量）

当事業補助金 70,000 （Ａ）は{（E）－（Ｂ）}×補助率3/4以内で千円未満切捨て

公的な補助金等 50,000 福岡県□□補助金

事業収支計画書

項　目 予算額 内容

自
己
資
金

9,600 団体構成員の会費

6,000 観察会参加料（100円×30人×２回）

10,000 (株)●×◎からの協賛金

0

（Ａ）

（B）

（C）

（D） （Ｅ） （Ｆ）

（Ａ）

（B）

団体活動支援コース ＜全体の注意事項＞

・内訳欄の番号は、事業計画書（様式第1-1号）の活

動番号とあわせてください。

・経費分類表を確認してください。また見積書等の

添付が必要な経費は漏れなく提出してください。

（Ａ）

（B）

（C）

（Ａ）

（B）

同一事業内容で国や福岡県など

公的な補助金を申請している

場合は記載して下さい。

（B）

（C）

（D） （Ｅ） （Ｆ）

（B）

上限額を超える分は補助対象外に計上して下さい。

※スタッフの交通費は一人当たり、１日1,000円（往復）まで

経費分類表の費目を記載して下さい。

講師謝礼の単価は、「講師謝礼基準」を超えない範

囲で積算してください。



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号-３

団体名　　

※色がついているセルは自動入力されます。

総額

団体の自主経費 9,600円 9,600円

参加者負担 6,000円 3,000円 3,000円

寄付金 10,000円 10,000円

その他（民間助成金等） 0円

70,000円 28,000円 42,000円

50,000円 50,000円

0円 42,900円 -42,900円

145,600円

19,000円 ② 19,000円

31,600円 ①，② 7,500円 ② 7,500円 ①，② 16,600円

65,000円 ① 30,000円 ② 30,000円 ② 5,000円

10,000円 ① 5,000円 ① 5,000円

20,000円 ①，② 20,000円

0円

0円

145,600円 37,500円 45,600円

0円 600円 0円残　　高 0円

環境○○○

合　　計 62,500円

合　　計

支
出

報償費

交通費

印刷・宣伝・広告費

保険料

物品購入費

収
入

自
己
資
金

資　　金　　計　　画　　書

第１期(4～7月) 第２期(8～11月) 第３期(12～3月)

62,500円 38,100円 45,000円

当事業補助金

公的な補助金等

その他（他事業からの借入・戻入）

支出予定の費目名を記載し，各期間の資金計画(金額)を緑色のセルに入力してください。

※合計・残高は自動計算されます。

第１期からの年間を通した残高を記載してください。残高がマイナスにならないようにしてください。

※本様式は概算払いを希望する場合のみ

提出を要する。

＜全体の注意事項＞

・支出予定の費目名を記載し、各期間の予定額を記

入してください※合計・残高は自動計算されます。

・各費目の左に記入する番号は、事業計画書（様式

第1-1号）の活動番号とあわせてください。

各期間の支出予定額を費目ごとに記載してください。
事業収支計画書と同様の

費目を記載してください。

第１期からの年間を通した残高を記載してください。

事業収支計画書の

（Ｃ）欄と同額

事業収支計画書の

（Ｄ）欄と同額

残高はマイナスにならないようにしてください。



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号-４

※色がついているセルは自動入力されます。

１．団体情報

２．担当者

住所

電話番号

E-mail

３．未来へつなげる環境活動事業補助金の交付実績の有無

４．他の補助金等の状況

申請先 申請額 決定時期

福岡県 50,000円 9月頃

　□　有　　　■　無

　■　有　　　□　無

福岡市○○区○○－○－○

環境　次郎

○○○○○○○

○○○-○○○○

福岡県□□補助金 

　約　○　年　※（　○○　年頃～　）

区分

交付決定済・申請中・申請済

交付決定済・申請中・申請済

交付決定済・申請中・申請済

（有の場合）

補助金等の名称

（有の場合）

事業名

時期

事業概要

連
絡
先

氏名

団体名

環境活動の経験

会員数

設立年月日

団 体 調 書

　10　人

　○○年○○月○○日

環境○○○

日中連絡可能な電話番号・

メールアドレスを記入してください。

令和８年４月１日現在の人数・

団体としての活動年数を記載し

てください。



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号-５

※色がついているセルは自動入力されます。

（団体名 　）

フリガナ

氏　　名

フクオカ　　タロウ

福岡　太郎

※役員全員を記載すること。

※収集した個人情報については、当該事務に関して福岡県警察への照会確認にのみ使用し、その他の目的に
は一切使用しません。

会計

監事

代表 福岡市○○区○○○丁目○番○号 昭和○年○月○日

副代表

役　員　名　簿

環境○○○

役職名 住　　　　　所 生年月日

・会長（副会長）、会計、監事の役職等各項目を漏れなく記載して下さい。

※役員を兼任している場合はどなたが該当者かわかるように記載してくだ

さい。記載例：会計（監事兼任）

・規約上、役員になっている方は全員記載が必要です。単なる構成員の場

合は記載不要です。

・生年月日は和暦で記載してください。



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号-６

※色がついているセルは自動入力されます。

　私は未来へつなげる環境活動支援事業補助金を申請するにあたり、下記の内容について誓約します。

記

６　団体名及び事業名の公表に同意します。

７　下記「申請にあたっての注意事項」を遵守します。

【申請にあたっての注意事項】 

◆ 申請内容等を変更する場合や、事業を中止する場合は、速やかに連絡すること。

◆ 事業終了後に実施報告書など指定の書類等を期日までに提出すること。

福岡市長　　

所在地 〒〇〇〇-○○○○

福岡市○○区○○○－○－○

団体名

代表者名 福岡　太郎

環境○○○

（１） 宗教の教義を広め、儀式行為を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの。
（２） 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの。
（３） 特定の公職の候補者もしくは公職にあるもの又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

することを目的とするもの。
（４） 営利活動を主たる目的として活動するもの。
（５） 福岡市の他の補助金の交付を受けているもの。
（６） 法令及び公序良俗に反するもの。

◆ 申請書の提出後、審査の必要に応じ、追加で書類の提出を求められた場合は指定された期日までに
提出すること（期日までに提出がない場合は申請を却下する場合があります）。

令和　〇年　〇月　○日

５　補助対象事業は、以下に該当するものではありません。

誓 約 書

１　申請書類の記載事項について、事実と相違ありません。申請書類及び事業実施報告書類に虚偽の
　　記載や報告があった場合は、補助金の返還等、福岡市環境局環境政策課の指示に従います。

２　暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者（団体の場合、当該団体の役員が
　　暴力団員に該当する団体を含む。）ではありません。

３　申請者（代表者）が暴力団員等に該当しないことの確認のため、福岡市及び福岡県警察に照会を
　　行うことに同意します。

４　｢市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）に滞納がないこと」の確認にあたり、福岡市税務担当課
　　に申請書が開示され、市税等の課税及び納付状況について照会されることに同意します。
　　また、市税に係る徴収金に滞納があった場合、補助金の返還等、環境政策課の指示に従います。

こちらは自動で入力されます。

上記の誓約文面をご確認ください。



第１条 （名称）

第２条（事務所）

〒

第３条（目的）

第４条 （役員）

この会以下の役員を置く。

第５条（役員の任期）

第６条（代表）

　役員の任期は〇年〇月〇日から〇年〇月〇日とする。

この会の事務局を以下に置く。

福岡市○○区○○－〇－〇

※本様式は参考例ですので、必要に応じて修正・追加を
行ってください。

　代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表
が欠員のときは代表の職務を遂行する。

環境○○○　規約

この会の名称を、「環境○○○」とする。

　　監査　　１名

　　会計　　１名

　　副代表　１名　

　　代表　　１名



（単位：円）

収　入 予　算 決　算 項 目

会費 50,000 50,000

入会金 40,000 30,000

寄付 100,000 100,000

助成金 50,000 50,000

雑収入 10,000 5,000

前年度繰越金 30,000 30,000

収入合計 280,000 265,000

支　出 予　算 決　算 項 目

事務費 70,000 60,000

通信費 50,000 40,000

〇〇活動費 100,000 100,000

会報費 20,000 20,000

次年度繰越金 40,000 45,000

支出合計 280,000 265,000

※既存の決算報告書でも可。

環境○○○　決算報告書（令和〇年度）




